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新たなごみ処理施設等整備運営事業者選定支援業務委託 

特記仕様書（プロポーザル方式）  

 

第１章  総則  

本仕様書は、埼玉中部環境保全組合（以下、「発注者」という。）が発注する

「新たなごみ処理施設等整備運営事業者選定支援業務委託」（以下、「本業務」

という。）に適用する。  

 

１  業務の目的  

一部事務組合である発注者は鴻巣市、北本市、吉見町（以下、「構成市町」

という。）の一般廃棄物の中間処理等を行っている。令和５年度に建設検討委

員会を設置し、調査・検討を重ね、令和６年度に新たなごみ処理施設等整備

基本計画（以下「基本計画」という。）を策定した。また、同年度に実施した

ＰＦＩ等導入可能性調査の結果を踏まえ、ＤＢＯ方式による新たなごみ処理

施設等整備運営事業での実施を検討する予定である。なお、基本計画及びＰ

ＦＩ導入可能性調査については、令和７年３月中旬以降に公表予定である。  

本業務は、発注者が実施する新たなごみ処理施設等整備運営事業（以下

「本事業」という。）の発注準備から契約締結までの一連の事務について、価

格の抑制を念頭に適正かつ円滑に遂行し、新たなごみ処理施設等整備運営事

業者（以下、「事業者」という。）を選定することを目的とする。  

 

２  委託名称  

新たなごみ処理施設等整備運営事業者選定支援業務委託  

 

３  履行期間  

契約日から令和１０年３月３１日  

 

４  履行場所  

埼玉県比企郡吉見町大字大串２８０８番地  

 

５  整備する主な施設の概要  

⑴  可燃ごみ処理施設（ストーカ式、２炉）  １４７ｔ /日  

⑵  粗大・不燃ごみ処理施設  １６．５ｔ /日  

⑶  プラスチック類資源化施設  ２０．８ｔ /日  

⑷  剪定枝資源化施設  ４．１ｔ /日  

⑸  ストックヤード  ７００㎡  
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６  建設予定地  

埼玉県鴻巣市郷地字魔王、安養寺字埜の各一部  

 

７  業務範囲  

⑴  事業スキーム、事業者募集・選定方法、契約方法の検討に係る支援  

⑵  予定価格等の設定に係る支援  

⑶  実施方針の作成及び公表に係る支援  

⑷  特定事業の選定及び公表に係る支援  

⑸  事業者の募集、評価、選定及び公表に係る支援  

⑹  事業契約締結に係る支援  

⑺  事業者選定委員会の運営支援  

⑻  費用対効果分析書の作成に係る支援  

⑼  その他事業者選定に係る支援  

 

８  提出書類  

受託者は以下に示す時期に、次の書類を提出し、発注者の承諾を得なけれ

ばならない。  

⑴  業務の着手時  

ア  着手届  

イ  業務工程表  

ウ  管理技術者及び照査技術者通知書（経歴書添付）  

エ  業務計画書  

⑵  業務の完了時  

ア  完了届  

イ  成果品  

⑶  令和７年度及び８年度の年度末  

ア  中間報告書  

 

第２章  業務内容  

１  事業スキーム、事業者募集・選定方法、契約方法の検討に係る支援  

⑴  事業スキームの検討  

本事業を実施するにあたっての適切で合理的な業務範囲（区分）及びリ

スク分担を設定する。  
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⑵   事業者募集・選定方法の検討  

廃棄物処理施設建設工事の入札・契約の手引き（環境省平成１８年７

月）等を踏まえ、事業者の募集・選定方法及びスケジュールを検討す

る。  

⑶  施設規模の精査  

令和６年度の人口推計等を勘案し、必要に応じて施設規模について精査

するものとする。  

⑷  契約方式の検討  

本事業を発注するにあたっての契約方法を検討する。  

 

２  予定価格等の設定に係る支援  

⑴  参考見積用の要求水準書等の作成支援  

「基本計画」及び「ＰＦＩ導入可能性調査」を踏まえ、参考見積用の要

求水準書の作成を行う。必要に応じて構成市町と調整を行う際の技術的ア

ドバイスを行うものとする。  

⑵  参考見積の徴取及び予定価格の設定支援  

プラントメーカー等に対して参考見積の徴取を行うものとする。なお、

参考見積用の要求水準書に関する質問回答への対応を含むものとする。  

⑶  予定価格の設定支援  

予定価格の設定のために、徴取した参考見積及び参考見積設計図書の整

理を行う。  

 

３  実施方針の作成及び公表に係る支援  

⑴  実施方針の作成支援  

ＰＦＩ法第５条に規定される特定事業の実施に関する方針などを作成す

る。  

⑵  実施方針に対する質問回答書の作成支援  

実施方針に対する民間事業者からの質問内容を整理し、質問回答書（案）

を作成する。  

 

４  特定事業の選定及び公表に係る支援  

事業者への参考見積の徴取結果等を踏まえ、VFM を算出する。VFM 算出

結果をもとに、ＰＦＩ法第７条に規定する特定事業の選定及び公表に関する

資料作成を行う。  
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５  事業者の募集、評価、選定及び公表に係る支援  

⑴  事業者募集書類の作成支援  

事業者を募集するための以下の資料の作成を行う。  

①  入札説明書  

事業の概要説明、事業実施の前提条件、事業者の募集、選定手順、入

札参加資格、各種書類の提出方法、契約の概要等重要な事項  

②  要求水準書  

「基本計画」を踏まえた上で、施設の整備（設計・施工）及び運営・

維持管理に関するサービス内容、事業者がサービスを実施する際の業務

の水準等  

③  落札者決定基準  

学識経験者等で構成する埼玉中部環境保全組合新たなごみ処理施設等

整備運営事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）の意見等を踏

まえた提案書の評価方法、落札者選定基準  

④  様式集等  

事業者に提出させる提案書等の様式集  

⑤  その他関係書類  

基本協定書（案）、事業契約書（案）等のその他関係書類  

⑵  説明会及び現地見学会の開催支援  

事業者に対する説明会及び現地見学会の開催について、必要な資料作

成、調整等を行う。  

⑶  募集書類等に対する質問回答書の作成支援  

事業者からの募集書類等に対する質問回答書案の作成を行う。  

⑷  対面的対話の実施支援  

発注者と応募事業者の間での対面的対話について、必要な資料作成、調

整等を行う。  

⑸  事業者選定のための提案書審査支援  

事業者から提出された提案書に関し、資格審査及び基礎審査を行い、提

案書等の取りまとめ及び評価用資料等を作成する。また、選定委員会から

求められた場合の必要な対応を行う。  

⑹  公表資料の作成支援  

事業者選定審査結果を公表するための資料の作成を行う。  
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６  事業契約締結に係る支援  

発注者と事業者との間で締結される基本協定書及び事業契約書に関する詳

細協議等に立会い、内容、条件等を精査し確認するとともに、速やかな事業

契約締結のために必要な事業提案内容の反映等を行う。  

 

７  事業者選定委員会の運営支援  

ＰＦＩ法第５条の実施方針の策定及び第７条の特定事業の選定、並びに第

８条の事業者の選定等に関し、学識経験者の意見を聴取するため、選定委員

会を設置する。なお、選定委員会の実施回数については、受託者の提案によ

るものとする。この委員会での運営を円滑に進めるために以下の支援業務を

行う。なお、各審査委員への報償費等の審査委員会の運営に係る費用は、発

注者が負担する。  

⑴  選定委員会資料等の作成  

選定委員会において必要となる会議資料（案）の作成及び議事録（案）

の作成を行う。  

⑵  選定委員会への出席  

選定委員会に出席し、必要に応じて会議資料の説明及び質問回答を行う。 

 

８  費用対効果分析書の作成に係る支援  

本事業の内容を踏まえ、費用対効果分析書の作成を行うものとする。  

 

９  その他事業者選定に係る支援  

本業務に関連し、必要に応じて行う関連機関との協議（県、構成市町、電

力会社、土地改良区等）及び技術面、財務面、法務面からの総合的な支援を

行う。  

 

10 成果品  

本業務の成果品及び提出部数は、以下のとおりとする。  

⑴  事業者選定支援業務委託報告書       ２部  

⑵  上記に関する電子データ          １式  

⑶  各年度における中間報告書         ２部  


